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Ⅴ 計画推進 

１ 計画の周知 
石巻市食育推進計画を推進していくためには、市民が計画の内容を理解し、食育活動に参加す

ることが重要です。 

そのために、広報誌やホームページへの掲載、ダイジェスト版の作成・活用等多くの機会を通

じて本計画を周知するとともに、本計画の基本理念、目標等の計画内容を訴求し、市民の食育に

対する意識を高めていきます。 

 
 
 

２ 推進体制 
本計画は、全ての市民を対象とするものであり、総合的かつ計画的に推進するために、市の関

係部署だけでなく様々な分野の関係者間で連携を図り、それぞれの特性を生かしてまちぐるみで

食育に取り組んでいくことが重要です。 

家庭はもちろん、地域・職場、保育所・幼稚園・学校、生産・流通・販売等の関係機関、地域

活動団体等が協働し、食育を推進していきます。 

 
 
 

３ 進行管理 
本計画に基づく食育の取組状況や目標値については、石巻市食育推進会議、食育推進庁内検討

会議、ワーキングチーム会議等においてその内容の検討及び評価を行い、計画の適切な進行管理

に努めます。そのため、計画の進捗状況や社会情勢の変化、国の動向等によっては、計画期間中

においても必要に応じて見直しを行うこととします。 
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